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財政援助団体等監査結果報告書 

第１ 監査の対象 

対象法人等 監査区分 対象事業・施設 対象期間 

株式会社 

第一ビルサービス 
指定管理者 

東広島市営住宅、東広島市⻄条駅前地区
再開発住宅及び各共同施設 

令和４年度 

（ 令 和 ４ 年
９月末現在） 

公益財団法人 

東広島市教育文化
振興事業団 

出資団体 出納その他事務の執行状況 

令和４年度 

（ 令 和 ４ 年
１ １ 月 末 現
在） 

指定管理者 

東広島市市⺠文化センター 

⿊瀬屋内プール、⿊瀬市⺠グラウンド、 

安芸津市⺠グラウンド、⿊瀬・安芸津Ｂ
＆Ｇ海洋センター、⿊瀬多目的グラウン
ド 

 

第２ 監査の実施期間 

令和４年１１月１５日から令和５年３月２２日まで 

 

第３ 監査の着眼点 

１ 出資しているものの出納その他事務の執行が法令に適合し正確であるか、効率的かつ効
果的に行われているか。 

２ 指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る出納その他の事務の執行等が法令に適合し
正確であるか、効率的かつ効果的に行われているか。 

 

第４ 監査の実施内容 

監査に当たっては、あらかじめ関係資料の提出を求め、関係資料を抽出審査するととも
に、実地調査及び関係者からの説明聴取を実施した。 

なお、監査は東広島市監査委員監査基準に準拠して実施した。 

 

第５ 監査の結果 

第１から第４に掲げる事項のとおり監査した限りにおいて、関係法令等に従いおおむね
適正に執行されていた。なお、軽易な事務処理誤り等の指摘事項は、その都度、監査時に
口頭で指摘した。 


